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町民福祉課 町民生活グループ　☎ 26‒7872
（総合ケアセンターゆくり内）

北海道後期高齢者医療広域連合　☎ 011‒290‒5601後期高齢者医療制度のお知らせ

医療と介護の両方を利用している世帯の自己負担を軽減する制度です。
同じ世帯の被保険者が、１年間に支払った後期高齢者医療制度と介護保

険の自己負担額の合計が限度額を超えたときは、その超えた額が後期高齢
者医療制度および介護保険から支給されます。なお、申請手続きが必要と
なります。

広域連合では被保険者の皆さんの医療費総額などについてお知らせす
る「医療費通知」を、対象期間に医療機関等を受診した全ての被保険者
へ送付します。発送日は、９月下旬と３月下旬の年２回です。

※この通知は皆さんの受診状況についてお知らせするもので請求書ではありません。
※ この通知は医療費控除の申告手続きで医療費の明細書として使用することができます。医療費控除の申

告に関することは、税務署にお問い合わせください。

○ 医療費の推移が一目で分かるため、ご自身の健康状態の把握や健康管理に活用できます。
○ 健康診査など、健康保持・増進に役立つ情報をお知らせします。
○ 診療日数などに間違いがないか確認しましょう。

医療費通知の
イメージ

高額介護合算療養費について

医療費通知を全受診者へ送付しています

 医療費通知の活用について

○ 後期高齢者医療制度または介護保険の自己負担額のいずれかが０円の場
合は対象となりません。

○支給額が500円以下の場合は支給されません。

（※１） 世帯全員が住民税非課税で区分
Ⅰに該当しない方

（※２） 世帯全員が住民税非課税であり、
世帯全員の所得が０円（公的年
金収入のみの場合、その受給額
が80万円以下）、または老齢福
祉年金を受給している方

申請される方は、町民福祉課町民生活グループにお申し出ください

負担割合 区　　分 自己負担額の合計の基準額

３割
現役並み所得者 【課税所得690万円以上】 212万円

【課税所得380万円以上】 141万円
【課税所得145万円以上】 67万円

１割
一 般 56万円
住 民 税
課税世帯

区分Ⅱ(※１） 31万円
区分Ⅰ(※２) 19万円

受診年月 診察を受けた医療機関等 診察区分 日数 医療費総額 自己負担額 食事療養・生活療養費
回数 費用額 標準負担額

平成31年1月 〇〇病院 医科外来 1 18,000 1,800
平成31年2月 ××薬局 調剤 1 10,000 1,000
平成31年2月 △△病院 医科入院 5 202,000 20,200 15 11,490 5,400

合　計 230,000 23,000 11,490 5,400

自己負担限度額表　【１年分の自己負担額の計算期間：８月１日～翌年７月31日】
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お知らせ

消費税増税による影響の緩和と地域における消費
を喚起するため、住民税非課税者・子育て世帯向け
の厚真町プレミアム付商品券を販売しています。
また、被災者の生活再建を支援するため厚真町生

活再建支援商品券を販売しています。
どちらも販売・有効期限が迫っていますので、お

早目に手続きするようお願いします。

⃝販売期間
２月28日（金）まで
※�購入対象者には厚真町プレミアム商品券引換券
または厚真町生活再建支援商品券決定額の案内
を郵送しています。

⃝販売場所
町商工会
⃝有効期限
３月31日（火）まで
※有効期限を過ぎると利用できなくなります。
※払い戻しなどは行っていません。

消費税の課税事業者の方は区分経理が必要です
軽減税率の対象品目の取引がある課税事業者は、

日々の経理において、売り上げや仕入れ（経費）
を税率の異なるごとに区分して記帳する「区分経
理」を行う必要があります。
また、課税事業者の方が、仕入税額控除の適用

を受けるためには、区分経理をした帳簿および区
分記載請求書などの保存が必要です。

国税はキャッシュレス納付をご利用ください
国税の納付にはさまざまな方法がありますが、

中でもキャッシュレス納付は簡単・便利に納付が
できますので、ぜひご利用ください。
○振替納税
事前に税務署または金融機関に届け出ることで、

振替日に預貯金口座から自動的に納付ができます。
なお、一度手続を行えば継続してご利用が可能です。
○クレジットカード納付
パソコン・スマートフォンなどから、国税クレジッ

トカードお支払サイト（https://kokuzei.noufu.
jp）にアクセスし、必要事項を入力するだけで納
付ができ、事前の届出は必要ありません。なお、
納付税額に応じた決済手数料がかかります。
○その他納付方法
ＱＲコードを利用したコンビニ納付・ダイレク

ト納付・電子納税等、ご自身に合った納付方法を
選択できます。詳しくは、国税庁ホームページ
（https://www.nta.go.jp）をご確認ください。
※ＱＲコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

令和元年分の所得税および復興特別所得税なら
びに贈与税の確定申告書の提出期限は３月16日
（月）、消費税および地方消費税（個人事業者）の
確定申告書の提出期限は３月31日（火）までです。
確定申告書は、国税庁ホームページの「確定申

告書等作成コーナー」で作成し、e-Tax（電子申告）
をご利用ください。
申告相談会場などで発行された「ＩＤ・パスワー

ド方式の届出完了通知」をお持ちの方は、スマー
トフォンなどからe-Taxによる申告書などのデー
タ送信が可能です。
なお、作成済みの確定申告書は郵送などにより

税務署に提出してください。

町商工会　☎ 27‒2456

苫小牧税務署　☎ 0144-32-3165

厚真町プレミアム付商品券
厚真町生活再建支援商品券

確定申告

厚真町プレミアム付商品券および厚真町生活再建支援商品券の販売・有効期限が迫っています

申告書は自分で作成して、お早めに！

新婚世帯を対象に、新生活に伴う住宅の取得や引越しに係る費用の一部を助成します。

町外の高校に通学する生徒の保護者に対して、通学費等の一部を助成します。

⃝対象世帯
次の要件をすべて満たす世帯
・�平成31年1月1日～令和2年３月31日に婚姻届を
提出し受理された世帯
・夫婦共に婚姻日における年齢が34歳以下の世帯
・新婚世帯の所得の合計が340万円未満の世帯
（貸与型奨学金を返済している場合は、返済額を所
得から控除します。また、一方が離職し無職の場
合はその方の所得はないものとして取り扱います）
・�住居が町内にあり、町内に住民票を有している新
婚世帯
・市町村民税等に滞納がない世帯
・過去にこの制度の補助を受けたことがない世帯

⃝対象経費
平成31年１月１日～令和２年３月31日の期間に係
る次の経費
・新規の住宅購入費
・�新規の住宅賃借費用（賃料、敷金、礼金、公益費、
仲介手数料）�
※�住宅手当や引越手当などの支給がある場合は、　　　
手当分については補助対象外

・結婚に伴う引っ越し費用（業者への支払い分）

⃝助 成 額　上限30万円
⃝申込期限
�３月31日（火）まで�
※申請前にご相談ください。
⃝提出書類
・補助金申請書
・戸籍謄本または婚姻証明書
・夫婦２人の所得証明書
・�世帯全員の納税証明書または滞納がないことを証
明する書類
・�住居を取得した場合は売買契約書と領収書等支払
金額のわかる書類
・�住居を賃借した場合は賃貸借契約書と領収書等支
払金額のわかる書類
・�引越費用（引越業者に支払った金額の確認ができ
る書類）
・住宅手当等支給証明書（対象者のみ）
・�貸与型奨学金の返還額がわかる書類（対象者のみ）
・退職証明書（対象者のみ）

町民福祉課�子育て支援グループ　☎ 26‒7872
（総合ケアセンターゆくり内）結婚新生活支援補助金

町民福祉課�子育て支援グループ　☎ 26‒7872
（総合ケアセンターゆくり内）

⃝対象
町外の高校(高等専門学校は１～３年生)へ通学ま
たは下宿などをしている生徒の保護者(町内在住に
限る）
⃝助成内容
月額5,000円分を町内で使用できるあつまるポイン
トとして還元
⃝対象期間
令和元年10月～令和２年３月分�
（長期休暇１カ月分を除く）

⃝必要書類
・�在学証明書（発行日から2カ月以内のもの）�
※卒業証書は不可
・あつまるカード
・印鑑

⃝受付場所
町民福祉課�子育て支援グループ、上厚真支所
⃝受付期間
３月31日（火）まで

高校生の通学費等助成

苫小牧税務署
〒053-0018　苫小牧市旭町３丁目４-17

厚真町プレミアム付商品券 厚真町生活再建支援付商品券
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